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研究成果の概要（和文）：フランス民事訴訟法典の全体について、1975 年のオリジナル法典以

降に現れた多数の改正を取り入れた内容の検討と、特に第３巻「特定の事件についての特別規

定」および第４巻「仲裁」の翻訳を行い、EU 法の影響の下で付け加えられた諸規定についても

検討し、これらと日本民事訴訟法、人事訴訟法、家事審判法、仲裁法、そして日本民法との比

較研究を行った。

研究成果の概要（英文）：About the French Code of Civil Procedure, there are a lot of reforms
after its original Code 1975. Some of them are influenced by EU legislation. We examined
there contents and translated into Japanese, especially its volumes 3 "Dispositions
particulières à certaines matières" and 4 "L'arbitrage", comparing with Japanese civil
procedure.
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１．研究開始当初の背景
(1) フランスの民事訴訟法研究は、日本の民
事訴訟法学会の中で比較的手薄な部分であ
った。特に法文の翻訳は 1975 年新民事訴訟
法典制定当時の法文を法曹会が出版したも
のと、その後の補充を取り入れた若林安雄教
授のものがあったほかは、個別テーマの改正
がなされた都度、翻訳をされたものがいくつ

か存在するのみという状況であった。このこ
とは、民法におけるフランス法研究の厚みと
大量の翻訳紹介と比較しても、研究の不十分
さが際だっていた。
(2) フランス法は、ナポレオン法典が世界的
な影響力を有しているという点で比較法的
に重要な法域である。日本においては特にボ
アソナード法典編纂の影響が色濃く存在し、
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その影響はドイツ法を継受したと言われて
いる民事訴訟法分野でも見られる。その研究
が日本の民事訴訟法学において極めて重要
であることに多言を要しない。

また近時の民事実体法の変化や訴訟手続
を取り巻く技術的環境の変化、さらには EU
法のフランス国内法に対する影響から、フラ
ンスの民事訴訟法は頻繁かつ大規模な改正
が行われている。
(3) 以上の背景から、フランス民事訴訟法の
全体的な究明が必要と考えられた。

２．研究の目的
(1) 21世紀のフランス民事訴訟法典の全体像
を明らかにする。フランス民事訴訟法典は、
日本の「民事訴訟法」の内容にとどまらず、
民事保全に相当するレフェレ・申請に基づく
処分、家事審判法や人事訴訟法に相当する部
分、その他国籍紛争や選挙争訟などに関わる
部分があり、さらには EU 指令・EU 規則によ
る少額裁判や支払督促の国内適用規定など
も含まれている。こうした多様な分野を包摂
する民事訴訟法典については、学際的な研究
も必要である。
(2) 日本の民事訴訟法との比較研究を行う。
フランス法それ自体の研究も重要だが、日本
民事訴訟法学にとっては、フランス法と日本
法との比較研究という手薄な部分に光を当
てることが必要である。

３．研究の方法
(1)1975 年法典の翻訳レビュー

研究会では、1975 年の法典を翻訳し、注釈
を付した『注釈フランス新民事訴訟法典』（法
曹会・1978 年）がカバーしている部分につい
て、その内容を見直し、その部分に関する改
正法や新条文、そして判例学説の状況をフォ
ローすることとした。
(2) 1975年法典以後に追加された部分の検討
と翻訳

フランス民事訴訟法典の第３巻および第
４巻は、1975 年段階で制定されず、1980 年
代に追加制定されたものであり、上記法曹会
訳には含まれていない。そこでこの部分につ
いては逐条的に翻訳をしながら、その内容の
究明を行った。
(3) 日本法との比較研究

上記のフランス法研究内容については、そ
の都度、日本法との比較研究を行った。

４．研究成果
(1) フランス民事訴訟の新しい傾向
①裁判外紛争処理手続

フランス法は、1807 年のナポレオン法典の
時代から、判決によるのではなく和解による
解決が望ましいという考え方に基づいて、和
解勧試を重視した規定を有していた。しかし

実際には、ほとんど和解が成立することはな
いとされていた。

ところが近年は、アメリカにおける ADR の
重要化の影響もあって、フランスでも調停や
和解のような裁判外紛争処理手続が重要視
され、民事訴訟法典にもその規定が追加され
ている。また日本におけるパートタイムジャ
ッジに類似した近隣裁判官も導入され、裁判
官が積極的に和解による解決の実現に乗り
出す姿が現れている。
②IT 導入

フランスでも情報通信技術の進展は裁判
手続に変化をもたらしている。民法の証拠編
において電子情報証拠の利用が認められた
ことに対応し、民事訴訟上の証拠としての取
り扱いも整備された。

また、裁判手続における通信手段の利用に
ついても規定が設けられている。

ただし、これらはわが国でも規定が設けら
れていながら実際に利用されてはいないと
いう現状があり、その実態については別途調
査が必要なところである。
③簡素化法の影響

本研究期間の最終段階になって、司法の簡
素化を目的とする立法がなされ、特に身分関
係手続については家事事件裁判官の権限を
集中させるという改正が行われた。小審裁判
所の裁判官が務める後見裁判官と大審裁判
所の裁判官が務める家事事件裁判官との役
割分担が大きく変わったことで、家事事件の
手続規定にも影響が出ている。
(2) 身分関係訴訟の変化

身分関係訴訟としては、国籍紛争、婚姻や
PACS などの解消と財産処遇、無能力と後見・
保佐または裁判上の保護に関する諸制度、相
続手続などがある。これらのうち、婚姻とそ
の解消に関しては、民法が大きく変わりつつ
あることを反映して、民事訴訟法典の規定も
頻繁に改正されている。加えて無能力者に対
する裁判上の保護は、民法のみならず社会保
障制度との同時併行による改革が行われ、民
事訴訟法典の手続に大きな影響を与えてい
る。

これらの改正は、少なくとも実体法上はわ
が国でも紹介されてきたところだが、民法中
にある手続規定と民事訴訟法典の規定とを
統合的に検討した手続法的考察は十分にさ
れておらず、本研究はその穴を埋めるものと
なっている。
(3) 財産法関連訴訟

財産法関係では、EU 法との関係が注目され
た。少額訴訟および支払督促制度について、
EU レベルでの訴訟手続法が制定された関係
で、フランスにおけるその効力や対応する手
続を整備している。
(4) 仲裁法

フランスの仲裁法は民事訴訟法第４巻に



規定されており、1980 年代には整備された。
日本法と異なり、国際仲裁と国内仲裁とは区
別したものとなっており、また仲裁判断に対
する不服申立ての余地を認めるなど、ユニー
クな内容となっている。
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